
新 旧 備考

１０．ガス小売契約の解約
（1）～（3）　（略）
（4）当社は、31(1)に規定する各号の事由により、料金等のお支払いが無いお客さま
が、 当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合、その他お
客さまに契約違反があった場合（料金プラン等で定める適用条件を満たさなくなった
場合を含みます。）には、当社の申し出にもとづき、ガス小売契約を解約できるもの
といたします。なお、料金プラン等で定める適用条件を満たさなくなった場合、お客さ
まは、当社にただちにその旨を連絡していただきます。
（5）・（6）　（略）
（7）（4）の規定に該当し、ガス小売契約を当社から解約する場合であっても、31（2）
の規定に基づく作業費はご負担いただきます。

１０．ガス小売契約の解約
（1）～（3）　（略）
（4）当社は、31 の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定し
た期日までにその理由となった事実を解消しない場合、その他お客さまに契約違反
があった場合（料金プラン等で定める適用条件を満たさなくなった場合を含みます。）
には、当社の申し出にもとづき、ガス小売契約を解約できるものといたします。なお、
料金プラン等で定める適用条件を満たさなくなった場合、お客さまは、当社にただち
にその旨を連絡していただきます。
（5）・（6）　（略）

（変更）

（追加）

３２．供給停止の解除
（1）・（2）　（略）
（3）（1）に規定する供給停止の解除は、10（4）に規定する当社からの申し出によるガ
ス小売契約の解約を妨げません。 10（4）の規定に該当する事由で供給の制限を
行った場合は供給を再開しませんので、小売供給の再開をご希望の場合は、既に
請求済みの全ての料金をお支払いのうえで、他社もしくは最終保障供給事業者へお
申込みください。

３２．供給停止の解除
（1）・（2）　（略）

（追加）
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